
議   第   ６７   号   

                     平成３１年 ２ 月１８日提出   

 

熊本市建築基準条例の一部改正について 

 

 熊本市建築基準条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市建築基準条例（平成２４年条例第１２７号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条ただし書中「平家建ての建築物で床面積が５０平方メートル以下のもの」を

「当該建築物又はその敷地に防蟻
ぎ

上有効な措置が講じられていると認められる場合」

に改める。 

 第１７条第３号中「第１１２条第１４項第２号」を「第１１２条第１３項第２号」

に改める。 

第１９条中「次条において同じ。」を削る。 

 第２０条を次のように改める。 

第２０条 削除 

 第３２条の見出し中「仮設興行場等」の次に「並びに一時的な用途変更に係る興行

場等及び特別興行場等」を加え、同条中「及び第６項に規定する仮設興行場等」を「又

は第６項の規定により許可を受けた仮設興行場等及び法第８７条の３第５項又は第６

項の規定により許可を受けた興行場等又は特別興行場等」に改める。 

 第３５条第１項中「第２０条」を「第１９条」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３２条の改正規定は、公布の日又

は建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日のいずれ
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かの遅い日から施行する。 

 

 （提出理由） 

建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行等に伴う規

定の整備をするとともに、木造建築物等の構造に関し付加された制限に係る適用除

外の見直しをするため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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